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◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 

印影を加工しています。

写



概要書 

 

東京都市計画道路の変更について 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

   東京都市計画道路 幹線街路放射第 10 号線  

東京都市計画道路 幹線街路環状第 8号線 

 

２ 位  置 

   北区岩淵町地内 

    

３ 変更内容 

   【別紙】「計画書」、「総括図」、「計画図」のとおり 

 

４ 変更理由 

   【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 

 

５ これまでの経過と今後の予定 

   令和 7年 8月 22 日・8月 23 日  都市計画変更素案の説明会 

10 月 8 日～10 月 22 日  都市計画変更案の公告・縦覧 

11 月５日   北区都市計画審議会 

12 月 23 日         東京都都市計画審議会 

時期未定   都市計画決定・告示 
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◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆ 

印影を加工しています。

写

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  



 

東京都市計画道路の変更（ 東京都決定）  

東京都市計画道路中、 幹線街路放射第 10 号線ほか 1 路線を次のよ う に変更する 。  

 

 

種

別 

名  称 位  置 区 域 構 造 備 考 

番号 路線名 起点 終点 主な通過地 延長 構造形式 幅員 
地表式の区間における 鉄道等と の交差の

構造 
 

 

 

幹

線

街

路 

放 10 
放射 

第 10 号線 

千代田区 

大手町一丁目 

北区岩淵町 

埼玉県境 

文京区本郷二丁目 

北区王子一丁目 
約 13, 370ｍ 地表式 27ｍ 

東日本旅客鉃道中央線と 立体交差 

東日本旅客鉄道総武線と 立体交差 

東日本旅客鉃道山手線と 立体交差 

東日本旅客鉃道東北線と 立体交差 

東日本旅客鉄道東北新幹線と 立体交差 

自動車専用道路と 立体交差２ か所 

幹線街路環状第３ 号線と 立体交差 

幹線街路環状第５ の１ 号線と 立体交差 

幹線街路環状第５ の２ 号線と 立体交差 

幹線街路環状第７ 号線と 立体交差 

幹線街路と 平面交差 25 か所 

 

車線の数の内訳 ４ 車線 約 180ｍ  
 

4



種

別 

名  称 位  置 区 域 構 造 備 考 

番号 路線名 起点 終点 主な通過地 延長 構造形式 
車線の

数 
幅員 

地表式の区間における 鉄道等と の交差

の構造 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹

線

街

路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環８  
環状 

第８ 号線 

大田区 

羽田空港三丁目 
北区岩淵町 

世田谷区 

等々力一丁目 

世田谷区 

南烏山一丁目 

練馬区 

貫井四丁目 

約 43, 660ｍ  ４ 車線 25ｍ  

 

車線の数の内訳 ４ 車線 約 25, 630ｍ   

６ 車線 約 18, 030m  

構造形式の内訳 大田区 

羽田空港三丁目 

大田区 

羽田空港三丁

目 

 
約 690ｍ 地下式 

 

22. 9ｍ   

杉並区 

井草五丁目 

練馬区 

南田中四丁目 
 

約 1, 370ｍ 地下式 
 

25～ 

33ｍ 
  

練馬区 

南田中一丁目 

練馬区 

富 士 見 台 四 丁

目 

 

約 1, 800ｍ 掘割式 

 

25ｍ   

   

約 39, 800ｍ 地表式  25～ 

44. 5ｍ 

東京モノ レ ール羽田空港線と 立体交差 

京浜急行電鉄空港線と 立体交差 

京浜急行電鉄本線と 立体交差 

東海旅客鉃道東海道線と 立体交差 

東京急行電鉄東急多摩川線と 立体交差 

東海旅客鉃道東海道新幹線と 立体交差 

東京急行電鉄東横線と 立体交差 

東京急行電鉄大井町線と 立体交差 

小田急電鉄小田原線と 立体交差 

京王電鉄京王線と 立体交差 

京王電鉄井の頭線と 立体交差 

東日本旅客鉃道中央線と 立体交差 

東武鉄道東上本線と 立体交差 

東京都三田線と 立体交差 

東日本旅客鉃道東北新幹線と 立体交差 

東日本旅客鉃道東北線と 立体交差 

自動車専用道路と 立体交差５ か所 

幹線街路東京湾環状線と 立体交差 

幹線街路補助線街路第 333 号線と 立体

交差 

幹線街路放射第 17 号線と 立体交差 
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「 区域及び構造は、 計画図表示のと おり 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹

線

街

路 

幹線街路放射第 19 号線と 立体交差 

幹線街路補助線街路第 43 号線と 立体交

差 

幹線街路放射第１ 号線と 立体交差 

幹線街路補助線街路第 28 号線と 立体交

差 

幹線街路放射第２ 号線と 立体交差 

幹線街路放射第３ 号線と 立体交差 

幹線街路放射第４ 号線と 立体交差 

幹線街路補助線街路第 51 号線と 立体交

差 

幹線街路補助線街路第 52 号線と 立体交

差 

幹線街路補助線街路第 54 号線と 立体交

差 

幹線街路補助線街路第 218 号線と 立体

交差 

幹線街路放射第５ 号線と 立体交差 

幹線街路放射第 23 号線と 立体交差 

幹線街路補助線街路第 130 号線と 立体

交差 

幹線街路補助線街路第 131 号線と 立体

交差 

幹線街路放射第６ 号線と 立体交差 

幹線街路放射第７ 号線と 立体交差 

幹線街路補助線街路第 172 号線と 立体

交差 

幹線街路補助線街路第 133 号線と 立体

交差 

幹線街路放射第 35 号線と 立体交差 

幹線街路放射第８ 号線と 立体交差 

幹線街路補助線街路第 238 号線と 立体

交差 

幹線街路補助線街路第 201 号線と 立体

交差 

幹線街路放射第９ 号線と 立体交差 

幹線街路と 平面交差 17 か所 

その他 北区赤羽北二丁目地内に約 4, 000 ㎡の交通広場を 設ける 。  

大田区西糀谷四丁目地内に約 2, 000 ㎡の交通広場を 設ける 。  
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理 由： 周辺交通に大き な問題がないこ と 等が確認さ れたため、 変更する 。  

変更概要 

 

名   称 変  更  概  要 

放射第 10 号線 

１  一部線形の変更   北区岩淵町地内（ 中心線の振れ 最大約 170ｍ ）  

２  一部幅員の変更   30ｍ →25～30ｍ 北区岩淵町地内 

３  延長の変更     約 13, 450ｍ→約 13, 370ｍ 

４  支線１ の廃止   

５  一部車線の数の決定 ４ 車線 

環状第８ 号線 
１  終点位置の変更   北区岩淵町→北区岩淵町 

２  延長の変更     約 43, 840ｍ→約 43, 660ｍ 
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都市計画の 案の 理由書 

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 道 路  幹 線 街 路 放 射 第 10 号 線  

  東 京 都 市 計 画 道 路  幹 線 街 路 環 状 第 ８ 号 線  

 

２  理  由  

幹 線 街 路 放 射 第 10 号 線 （ 以 下 「 放 射 第 10 号 線 」 と い う ） は 、

千 代 田 区 大 手 町 一 丁 目 を 起 点 と し 、 北 区 岩 淵 町 埼 玉 県 境 を 終 点 と

す る 、 延 長 約 13. 4 キ ロ メ ー ト ル の 路 線 で あ る 。  

こ の う ち 、 北 区 岩 淵 町 地 内 の 約 390 メ ー ト ル の 区 間 は 、 平 成 28

年 ３ 月 に 東 京 都 、 特 別 区 及 び 26 市 ２ 町 で 策 定 し た「 東 京 に お け る

都 市 計 画 道 路 の 整 備 方 針（ 第 四 次 事 業 化 計 画 ）」 に お い て 、 計 画 幅

員 や 構 造 な ど 都 市 計 画 の 内 容 に つ い て 検 討 を 要 す る 「 計 画 内 容 再

検 討 路 線 」 に 位 置 付 け ら れ て い る 。  

こ の 整 備 方 針 に 基 づ き 、 本 線 と 支 線 の 交 差 点 形 状 に 関 す る 計 画

の 実 現 性 や 、 支 線 の 要 否 を 検 討 し た 結 果 、 周 辺 の 道 路 に よ っ て 交

通 動 線 が 確 保 さ れ 、 周 辺 交 通 に 大 き な 問 題 が な い こ と 等 が 確 認 さ

れ た 。  

こ の た め 、 放 射 第 10 号 線 に つ い て 、 一 部 線 形 の 変 更 及 び 放 射 第

10 号 線 支 線 １ を 廃 止 す る と と も に 、 一 部 幅 員 及 び 延 長 の 変 更 、 一

部 車 線 の 数 の 決 定 を 行 う 。  

ま た 、 放 射 第 10 号 線 の 変 更 に 伴 い 、 幹 線 街 路 環 状 第 ８ 号 線 の 終

点 位 置 、 延 長 を 変 更 す る 。  
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都市計画の案に対する意見書の提出状況について 

 

都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）第２１条第２項において
準用する法１７条第１項の規定に基づき、令和 7 年 10 月 8 日〜22 日までの２
週間公衆の縦覧に供したところ、同期間中に意見書の提出はありませんでした。 
 
都市計画の種類及び名称 

東京都市計画道路 幹線街路放射第 10 号線  
東京都市計画道路 幹線街路環状第 8 号線 
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報告事項「東京における都市計画道路の整備方針

（仮称） 中間のまとめ」に関する資料 
 

 

 

 

 

 

 

（１）概要書                       ・・・・１ 

（２）東京における都市計画道路の整備方針（仮称）  

中間のまとめ（概要版）               ・・・・２ 

 

資 料 ２ 



 

令 和 ７ 年 ７ 月 

東京都・特別区・26市２町 

 
 

「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）」について 

 
 
はじめに 

東京都では現在、約３２００kmの都市計画道路が計画決定されており、これらの整備を

計画的、効率的に進めるため、概ね１０年間で整備する路線を示した事業化計画を過去４度

にわたり定め、事業の推進に努めてきた。 
現行の「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」が令和７年度末ま

でであることから、新たな「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）」の検討に着手

した。 
今後、人や物の交流を支える道路ネットワークを充実するため、都及び区市町が密接に連

携し、社会経済情勢の変化や道路に対するニーズの多様化などを踏まえながら、検討を進め

ていく。 
 
１．検討の対象 

東京都における都市計画道路 
 
２．検討内容 

  ○都市計画道路ネットワークの検証 

  ○優先整備路線の検討    

○道路空間のリメイクの検討     など 

 

３．検討体制 

  ○専門アドバイザー委員会（学識経験者による会議） 
○都・区市町策定検討会議 

  〇都・区市町検討会、都検討会（必要に応じて開催） 
  ※会議は全て非公開 
 
４．策定スケジュール 

新たな「東京における都市計画道路の整備方針」を令和７年度の策定に向け検討 
   〇令和６年１０月    専門アドバイザー委員会設置 
   〇令和６年１０月    都・区市町策定検討会議設置 

○令和７年７月現在    専門アドバイザー委員会５回開催 
都・区市町策定検討会議３回開催 
都・区市町検討会２回開催、都検討会２回開催 

〇令和７年７月     「中間のまとめ」公表（パブリックコメント実施） 
〇令和７年度中     「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）」策定予定 
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